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平
成

年
６
月
定
例
月
議

会
の
期
間
中
で
あ
っ
た
６
月

日
の
午
前
７
時

分
、
大

阪
府
北
部
を
震
源
と
す
る
強

い
地
震
が
発
生
し
、
本
市
で

は
観
測
史
上
初
と
な
る
震
度

６
弱
を
記
録
し
ま
し
た
。

当
日
、
議
会
は
、
付
託
事

件
の
審
査
の
た
め
、
建
設
環

境
常
任
委
員
会
の
開
催
を
予

定
し
て
い
ま
し
た
が
、
直
ち

に
延
期
を
決
定
（
そ
の
後
、

６
月

日
に
開
催
）
。
市
の

災
害
対
策
本
部
と
連
動
し
て

市
議
会
災
害
対
策
連
絡
会
議

を
設
置
し
、
被
災
情
報
の
集

約
等
を
開
始
し
ま
し
た
。

ま
た
、
本
来
、
６
月

日

か
ら
の
４
日
間
で
一
般
質
問

の
実
施
を
予
定
し
て
い
ま
し

た
が
、
災
害
対
応
な
ど
で
休

会
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
中
、

日
に
議
会
運
営
委
員
会
等

を
開
催
し
、
一
般
質
問
の
日

程
を
白
紙
に
戻
す
と
と
も
に
、

日
に
被
害
状
況
等
の
説
明

を
受
け
る
た
め
全
員
協
議
会

を
開
催
す
る
こ
と
、
引
き
続

き
本
会
議
を
開
催
し
、
人
事

案
件
１
件
の
審
議
を
行
う
こ

と
、
そ
の
他
の
議
案
審
議
に

つ
い
て
は
、
議
会
期
間
を
延

長
し
て
７
月
２
日
に
行
う
こ

と
な
ど
を
決
定
し
ま
し
た
。

な
お
、
一
般
質
問
に
つ
い

て
は
、
７
月
２
日
の
本
会
議

の
開
催
前
に
改
め
て
議
会
運

営
委
員
会
を
開
催
し
、
中
止

を
決
定
。
こ
れ
は
、
市
民
生

活
の
確
保
に
向
け
、
市
職
員

は
災
害
対
応
等
に
注
力
す
る

必
要
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、

議
会
と
し
て
も
、
各
議
員
が

地
域
の
情
報
を
収
集
し
、
市

へ
提
供
す
る
な
ど
、
地
方
議

員
に
し
か
で
き
な
い
役
割
を

果
た
す
べ
き
時
期
に
あ
る
こ

と
を
考
慮
し
た
措
置
で
す
。

そ
の
結
果
、
６
月
定
例
月

議
会
の
期
間
は
６
月

日
か

ら
７
月
２
日
ま
で
の

日
間

と
な
り
、
こ
の
間
に

議
案

を
可
決
し
ま
し
た
（
６
月
定

例
月
議
会
の
内
容
は
２
・
３

面
に
掲
載
）
。

そ
の
後
、
７
月

日
に
議

会
運
営
委
員
会
等
を
開
催
し
、

日
に
改
め
て
被
害
状
況
等

の
説
明
を
受
け
る
た
め
全
員

協
議
会
を
開
催
す
る
こ
と
、

引
き
続
き
平
成

年
７
月
緊

急
議
会
を
開
催
す
る
こ
と
を

決
定
。
当
日
は
、
地
震
被
害

か
ら
の
復
旧
・
復
興
を
図
る

た
め
、
一
般
会
計
ほ
か
２
企

業
会
計
の
補
正
予
算
を
可
決

し
ま
し
た
（
７
月
緊
急
議
会

の
内
容
は
４
面
に
掲
載
）
。

こ
の
よ
う
に
、
本
市
議
会

で
は
、
会
期
を
ほ
ぼ
１
年
と

す
る
通
年
議
会
を
導
入
し
、

い
つ
で
も
主
体
的
に
議
会
が

開
け
る
利
点
を
生
か
し
て
、

今
回
の
地
震
被
害
に
関
し
、

迅
速
な
対
応
を
行
い
ま
し
た
。

大
阪
北
部
地
震
に
よ
る

本
市
の
被
害
状
況
な
ど

議
会
は
、
６
月

日
お
よ

び
７
月

日
に
、

大
阪
府

北
部
の
地
震
に
つ
い
て

を

案
件
と
し
た
全
員
協
議
会
を

開
催
し
、
大
阪
北
部
地
震
に

よ
る
被
害
の
状
況
や
、
そ
の

対
応
策
等
に
つ
い
て
、
理
事

者
の
説
明
を
聴
取
し
ま
し
た
。

ま
ず
、
６
月

日
の
全
員

協
議
会
で
は
、
冒
頭
、
大
阪

北
部
地
震
に
よ
る
犠
牲
者
の

冥
福
を
祈
る
た
め
、
黙
祷
を

行
っ
た
後
、
市
長
か
ら
、
今

回
の
災
害
対
応
に
か
け
る
決

意
等
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

続
い
て
、担
当
部
長
か
ら
、

お
お
む
ね
発
災
後
３
日
間
の

被
害
状
況
等
に
つ
い
て
説
明

が
あ
り
、
学
校
園
の
敷
地
内

に
あ
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
に
つ
い

て
は
、
今
す
ぐ
に
倒
壊
す
る

な
ど
、
周
辺
に
影
響
を
及
ぼ

す
も
の
は
な
か
っ
た
と
の
報

告
が
あ
り
ま
し
た
。

次
に
、
７
月

日
の
全
員

協
議
会
で
は
、
冒
頭
、
平
成

年
７
月
豪
雨
に
よ
る
犠
牲

者
の
冥
福
を
祈
る
た
め
、
黙

祷
を
行
っ
た
後
、
市
長
か
ら

市
議
会
災
害
対
策
連
絡
会
議

の
活
動
や
、
６
月
定
例
月
議

会
で
一
般
質
問
を
取
り
や
め

た
こ
と
に
対
す
る
感
謝
の
言

葉
等
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

続
い
て
、担
当
部
長
か
ら
、

平
成

年
７
月
豪
雨
を
含
め
、

お
お
む
ね
発
災
後
１
カ
月
間

の
被
害
状
況
等
に
つ
い
て
説

明
が
あ
り
、
被
災
者
へ
の
支

援
策
と
し
て
、
被
災
建
物
の

修
繕
費
用
や
危
険
ブ
ロ
ッ
ク

塀
の
除
却
費
用
等
に
対
す
る

補
助
制
度
を
創
設
す
る
と
の

報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

な
お
、
大
阪
北
部
地
震
に

よ
る
被
害
の
状
況
や
、
そ
の

対
応
策
等
に
つ
い
て
は
、
８

月

日
・

日
に
改
め
て

大
阪
府
北
部
の
地
震
に
つ

い
て

を
案
件
と
し
た
全
員

協
議
会
を
開
催
し
、
理
事
者

の
説
明
を
聴
取
す
る
と
と
も

に
、
議
員
に
よ
る
質
問
を
行

う
予
定
で
す
（
そ
の
内
容
に

つ
い
て
は
次
号
に
掲
載
予
定
。

こ
の
項
８
月

日
現
在
）
。

議
会
は
、
大
阪
北
部
地
震

の
発
生
に
伴
い
、
市
の
災
害

対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
こ

と
に
連
動
し
て
、６
月

日
、

市
議
会
災
害
対
策
連
絡
会
議

を
設
置
し
ま
し
た（
写
真
下
）。

こ
れ
は
、
本
市
議
会
が
定

め
た
災
害
時
の
対
応
要
領
に

基
づ
く
措
置
で
、
同
連
絡
会

議
は
、
議
長
、
副
議
長
、
各

会
派
の
代
表
者
で
構
成
さ
れ

て
い
ま
す
。

当
日
は
、
発
災
後
直
ち
に

議
員
の
安
否
確
認
や
被
災
情

報
の
集
約
を
開
始
し
、
そ
の

日
の
午
後
、
第
１
回
の
会
議

で
安
否
確
認
の
結
果
等
が
報

告
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
後
は
、

７
月

日
ま
で
の
間
に
計
４

回
の
会
議
を
開
催
し
、
状
況

確
認
や
意
見
交
換
な
ど
を
行

い
ま
し
た
。

７
月

日
に
は
、
災
害
対

策
本
部
が
災
害
警
戒
本
部
に

移
行
し
た
こ
と
に
伴
い
、
同

連
絡
会
議
を
解
散
し
ま
し
た

が
、
こ
の
間
、
議
員
か
ら
は

約

件
の
被
災
情
報
が
寄
せ

ら
れ
、
同
連
絡
会
議
を
通
じ

て
災
害
対
策
本
部
に
情
報
提

供
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
災
害
対
策
本
部
か

ら
、
常
時
、
市
内
の
被
災
状

況
の
情
報
提
供
を
受
け
、
同

連
絡
会
議
か
ら
各
議
員
に
対

し
て
約

回
の
メ
ー
ル
発
信

を
行
い
、
情
報
共
有
を
図
っ

て
き
ま
し
た
。

今
後
は
、
訓
練
に
よ
り
安

否
確
認
の
迅
速
化
を
図
る
と

と
も
に
、
被
災
情
報
の
集
約

化
を
徹
底
す
る
な
ど
、
今
回

の
課
題
を
検
証
し
、
同
連
絡

会
議
の
機
能
強
化
を
図
り
ま

す
。

議
会
は
、
７
月

日
に
各

派
代
表
者
会
議
を
開
き
、
西

日
本
を
中
心
に
甚
大
な
被
害

を
も
た
ら
し
た
平
成

年
７

月
豪
雨
の
被
災
地
に
対
し
、

義
援
金
を
送
付
す
る
こ
と
を

決
定
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
基
づ
き
、
本

市
議
会
か
ら
、
全
国
市
議
会

議
長
会
が
開
設
し
た
災
害
義

援
金
口
座
に
、
７
月

日
付

け
で

万
円
（
議
員
数
×
１

万
円
）を
振
り
込
み
ま
し
た
。

同
口
座
の
義
援
金
は
、
被
災

地
の
支
援
の
た
め
、
有
効
に

活
用
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
本
市
議
会
で
は
、

こ
れ
ま
で
東
日
本
大
震
災
等

の
際
に
も
義
援
金
を
送
付
し

て
い
ま
す
が
、
熊
本
地
震
を

機
に

大
規
模
災
害
被
災
地

に
対
す
る
義
援
金
の
支
給
に

関
す
る
方
針

を
定
め
、
甚

大
な
被
害
が
発
生
し
た
被
災

地
等
に
対
し
、
よ
り
迅
速
な

支
援
に
努
め
て
い
ま
す
。

議
会
日
誌

６
月
定
例
月
議
会

６
月

日

本
会
議
（
第
１
日
）

外
郭
団
体
の
経
営
状

況
等
を
聴
取

一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）等
を
可
決

全
員
協
議
会

公
契
約
関
係
競
売
等

妨
害
罪
容
疑
に
よ
る

元
職
員
の
逮
捕
に
つ

い
て
聴
取

日

文
教
常
任
委
員
会

条
例
の
一
部
改
正
を

審
査

日

全
員
協
議
会

大
阪
府
北
部
の
地
震

に
つ
い
て
聴
取

本
会
議
（
第
２
日
）

公
平
委
員
会
委
員
の

選
任
に
同
意

日

建
設
環
境
常
任
委
員
会

条
例
の
一
部
改
正
を

審
査

７
月

２
日

本
会
議
（
第
３
日
）

条
例
の
一
部
改
正
、

意
見
書
等
を
可
決

７
月
緊
急
議
会

日

全
員
協
議
会

大
阪
府
北
部
の
地
震

に
つ
い
て
聴
取

本
会
議
（
第
１
日
）

一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）等
を
可
決

議
会
日
誌

大阪北部地震の発生以降、議員や理事者は、防災服や作業服を着用して
会議に臨みました（写真は６月 日の議場の様子）。

賛
否
の
状
況

（
○
賛
成
×
反
対
）

６
月
定
例
月
議
会
案
件
名

議
決
結
果

掲載面
共 産
未 来
連 合
公 明
民 主
自 民
平 和
清 和

年 度
補正予算

・
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

・
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

・
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

３３３
××○
○○○
○○○
○○○
○○○
○○○
○×○
○○○

条 例
制定
・
土
砂
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例

原
案
可
決

３
○
○
○
○
○
○
○
○

一部改正
・
市
税
条
例
等

・
ひ
と
り
親
家
庭
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例

・
地
域
型
保
育
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例

・
幼
稚
園
条
例
及
び
保
育
の
実
施
等
に
関
す
る
条
例

・
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例

・
産
業
廃
棄
物
の
不
適
正
な
処
理
の
防
止
に
関
す
る
条
例

・
都
市
公
園
条
例

・
学
校
給
食
共
同
調
理
場
設
置
条
例

・
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例

・
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
条
例
等

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

３－３－－－２－３２
○○×○○○×○○×
○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○
○○○○○○×○○×
○○○○○○○○○○
○○○○○○×○○×
○○○○○○×○○×

人事案件

・
公
平
委
員
会
委
員
の
選
任
の
同
意

・
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
き
意
見
を
求
め
る

こ
と

同

意

適

任

３３
○○
○○
○○
○○
○○
○○
○○
○○

外郭団体経営状況
（ 年度事業計画）

・
枚
方
市
土
地
開
発
公
社

・
公
益
財
団
法
人
枚
方
体
育
協
会

・
枚
方
市
街
地
開
発
株
式
会
社

・
公
益
財
団
法
人
枚
方
市
文
化
国
際
財
団

・
株
式
会
社
エ
フ
エ
ム
ひ
ら
か
た

聴

取

聴

取

聴

取

聴

取

聴

取

３３３３３
－－－－－
－－－－－
－－－－－
－－－－－
－－－－－
－－－－－
－－－－－
－－－－－

契約

・
東
部
清
掃
工
場
焼
却
施
設
ボ
イ
ラ
ー
蒸
気
管
更
新
工
事

（
三
次
過
熱
器
）
請
負
契
約
締
結

・
桜
丘
小
学
校
増
築
長
寿
命
化
改
修
他
工
事
請
負
契
約
締
結

・
学
習
環
境
整
備

事
業
に
係
る
事
業
変
更
契
約
締
結

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

－３－
○○○
○○○
○○○
○○○
○○○
○○○
○○○
○○○

年 度
繰越計算書

・
一
般
会
計
繰
越
明
許
費

・
水
道
事
業
会
計
予
算

・
水
道
事
業
会
計
継
続
費

・
病
院
事
業
会
計
予
算

・
下
水
道
事
業
会
計
予
算

・
下
水
道
事
業
会
計
継
続
費

聴

取

聴

取

聴

取

聴

取

聴

取

聴

取

－－－－－－
－－－－－－
－－－－－－
－－－－－－
－－－－－－
－－－－－－
－－－－－－
－－－－－－
－－－－－－

その他

・
専
決
事
項
の
報
告
（
損
害
賠
償
・
和
解
案
）

・
大
阪
広
域
水
道
企
業
団
規
約
の
変
更
に
関
す
る
協
議

・
調
停
案
の
受
諾

・
議
会
期
間
延
長
の
動
議

聴

取

原
案
可
決

原
案
可
決

否

決

３－３－
－○○×
－○○×
－○○×
－○○×
－○○○
－○○×
－○○○
－○○○

意見書

・
旧
優
生
保
護
法
に
よ
る
不
妊
手
術
の
被
害
者
救
済
を
求
め

る
意
見
書

・
地
域
材
の
利
用
拡
大
・
推
進
を
求
め
る
意
見
書

・
日
本
年
金
機
構
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
対
策
の
見
直
し

を
求
め
る
意
見
書

・
教
職
員
定
数
の
改
善
及
び
教
育
予
算
の
拡
充
を
求
め
る

意
見
書

・
性
同
一
性
障
害
に
係
る
ホ
ル
モ
ン
療
法
の
医
療
保
険
適
用

を
求
め
る
意
見
書

・
都
市
再
生
機
構
法
第

条
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
く
家
賃

の
減
免
実
施
及
び
居
住
者
合
意
に
基
づ
く
団
地
別
整
備

方
針
の
策
定
を
求
め
る
意
見
書

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

否

決

否

決

４４４４－－

・岡林 薫議員（公明党議員団）は議長として
の立場上、採決には参加していません。

７
月
緊
急
議
会
案
件
名

議
決
結
果

掲載面

共 産

未 来

連 合

公 明

民 主

自 民

平 和

清 和

年 度
補正予算

・
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

・
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

・
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

４４４
○○○
○○○
○○○
○○○
○○○
○○○
○○○
○○○

会 派 等 所 属 別 議 員 名
結成順に掲載。（ ）は会派等の略称

日本共産党議員団（共 産）
広瀬 ひとみ、野 口 光 男、
堤 幸 子、松岡 ちひろ

未来に責任・大阪維新の会（未 来）
池 上 典 子、岡 沢 龍 一、
岩 本 優 祐、木 村 亮 太、
妹 尾 正 信

連合市民の会（連 合）
福 留 利 光、野 村 生 代、
大 塚 光 央、漆 原 周 義、
大 橋 智 洋、中 武 貞 勝、
工 藤 衆 一

公明党議員団（公 明）
有 山 正 信、大森 由紀子、
岡 林 薫、山 口 勤、
上 野 尚 子、大 地 正 広、
藤 田 幸 久、丹 生 真 人

民主市民議員団（民 主）
西 田 政 充、堀 井 勝、
八 尾 善 之

自由民主党議員団（自 民）
前 田 富 枝、高 野 寿 陛、
田 口 敬 規

平和・自治・市民（平 和）
手 塚 隆 寛

自由民主党清和会（清 和）
千 葉 清 司

６
月
定
例
月
議
会
案
件
名

議
決
結
果

共 産

連 合

民 主

平 和

年 度
補正予算

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

××○

○○○

○○○

○×○

条 例
制定

原
案
可
決

○

○

○

○

一部改正

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

○○×○○○×○○×

○○○○○○○○○○

○○○○○○×○○×

○○○○○○×○○×

人事案件）

同

意

適

任

○○

○○

○○

○○

外郭団体経営状況
（ 年度事業計画）

聴

取

聴

取

聴

取

聴

取

聴

取

－－－－－

－－－－－

－－－－－

－－－－－

契約

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

○○○

○○○

○○○

○○○

年 度
繰越計算書

聴

取

聴

取

聴

取

聴

取

聴

取

聴

取

－－－－－－

－－－－－－

－－－－－－

－－－－－－

その他

聴

取

原
案
可
決

原
案
可
決

否

決

－○○×

－○○×

－○○○

－○○○

意見書

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

否

決

否

決

７
月
緊
急
議
会
案
件
名

議
決
結
果

共 産

連 合

民 主

平 和

年 度
補正予算

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

○○○

○○○

○○○

○○○

会 派 等 所 属 別 議 員 名
結成順に掲載。（ ）は会派等の略称

議議議議議議議議議議
決決決決決決決決決決
結結結結結結結結結結
果果果果果果果果果果
一一一一一一一一一一
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

議
決
結
果
一
覧

■ 地震発生後の議会の対応 ■

６月
日

（月）

午前７時 分 大阪府北部を震源とする地震発生

○市の災害対策本部と連動して市議会災害対策連絡会議を設置
・議員の安否状況を確認、被災情報の集約を開始

日
（水）

○各派代表者会議を開催
・大阪北部地震に関する全員協議会の開催を決定
○議会運営委員会を開催
・大阪北部地震に関する全員協議会の運営方法を決定
・一般質問の日程を白紙に（後に中止を決定）
・６月定例月議会の議会期間の延長を決定（７月２日まで）

日
（金）

☆全員協議会を開催（ 大阪府北部の地震について ）
・発災後３日間の被害状況等について市の説明を聴取
○６月定例月議会（第２日）

７月
２日
（月）

○各派代表者会議を開催
・今後の議会運営の方向性を確認
○議会運営委員会を開催
・一般質問を中止し、本日で議会期間を終えることを決定
○６月定例月議会（第３日）

日
（水）

○各派代表者会議を開催
・大阪北部地震に関する全員協議会の開催を決定
○議会運営委員会を開催
・大阪北部地震に関する全員協議会の運営方法を決定
・災害対応のための緊急議会の開催を決定

日
（水）

☆全員協議会を開催（ 大阪府北部の地震について ）
・発災後１カ月間の被害状況等について市の説明を聴取
★７月緊急議会を開催
・災害対応のための補正予算３件を可決
○各派代表者会議を開催
・平成 年７月豪雨の被災地に対する義援金の送付を決定

日
（月）

○市の災害対策本部が災害警戒本部に移行したことに伴い、
市議会災害対策連絡会議を解散

６月
日

（月）

午前７時 分 大阪府北部を震源とする地震発生

○市の災害対策本部と連動して市議会災害対策連絡会議を設置
・議員の安否状況を確認、被災情報の集約を開始

日
（水）

○各派代表者会議を開催
・大阪北部地震に関する全員協議会の開催を決定
○議会運営委員会を開催
・大阪北部地震に関する全員協議会の運営方法を決定
・一般質問の日程を白紙に（後に中止を決定）
・６月定例月議会の議会期間の延長を決定（７月２日まで）

日
（金）

☆全員協議会を開催（ 大阪府北部の地震について ）
・発災後３日間の被害状況等について市の説明を聴取
○６月定例月議会（第２日）

７月
２日
（月）

○各派代表者会議を開催
・今後の議会運営の方向性を確認
○議会運営委員会を開催
・一般質問を中止し、本日で議会期間を終えることを決定
○６月定例月議会（第３日）

日
（水）

○各派代表者会議を開催
・大阪北部地震に関する全員協議会の開催を決定
○議会運営委員会を開催
・大阪北部地震に関する全員協議会の運営方法を決定
・災害対応のための緊急議会の開催を決定

日
（水）

☆全員協議会を開催（ 大阪府北部の地震について ）
・発災後１カ月間の被害状況等について市の説明を聴取
★７月緊急議会を開催
・災害対応のための補正予算３件を可決
○各派代表者会議を開催
・平成 年７月豪雨の被災地に対する義援金の送付を決定

日
（月）

○市の災害対策本部が災害警戒本部に移行したことに伴い、
市議会災害対策連絡会議を解散

■
人
的
被
害

軽
傷

名

■
物
的
被
害

道
路
被
害

件
、水
道
被
害

件
、公
園
・

緑
地
被
害

件
な
ど

■
建
物
等
被
害
調
査

被
災

建
築
物
９
８
２
件
、
ブ
ロ
ッ

ク
塀
５
２
９
件

■
避
難
者
数

最
大
２
７
３

名
（

避
難
所
）

■
各
種
相
談

総
合
相
談
窓

口
６
２
９
１
件
、被
災
建
築
物

相
談
窓
口
３
９
３
０
件
な
ど

■
り
災
証
明
書

受
け
付
け

件
数
５
５
４
３
件
、
調
査
実

施
件
数
２
１
１
３
件

※
８
月

日
午
前
９
時
現
在


